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(57)【要約】
【課題】リクライニング状態であっても乗員の頭部の保
護性能を確保することができる車両用シートを得る。
【解決手段】車両用シート１０は、シートクッション２
２と、シートクッション２２のシート後方側の端部に連
結されると共に、シートクッション２２に対してシート
前後方向に回動可能に構成されたシートバック２４とを
備えたシート本体１８と、シート本体１８をシート上下
方向に移動させるリフタ装置２０と、を有し、シートバ
ック２４のリクライニング角度が所定角度よりも大きく
、かつ、シート本体１８が所定高さよりも低い場合に、
リフタ装置２０によってシート本体１８がシート上方側
へ移動される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートクッションと、前記シートクッションのシート後方側の端部に連結されると共に
、前記シートクッションに対してシート前後方向に回動可能に構成されたシートバックと
を備えたシート本体と、
　前記シート本体をシート上下方向に移動させるリフタ装置と、
　を有し、
　前記シートバックのリクライニング角度が所定角度よりも大きく、かつ、前記シート本
体が所定高さよりも低い場合に、前記リフタ装置によって前記シート本体がシート上方側
へ移動される車両用シート。
【請求項２】
　前記リフタ装置によって前記シート本体がシート上方側へ移動される際のリクライニン
グ角度は、通常の運転時に設定される範囲よりも大きい角度である請求項１に記載の車両
用シート。
【請求項３】
　前記リフタ装置は、前記シートバックのリクライニング角度が大きくなるほど、前記シ
ート本体の高さを高くする請求項１又は２に記載の車両用シート。
【請求項４】
　前記シート本体に着座した乗員の頭部の高さを検知又は推測可能な乗員検知センサを備
え、
　前記乗員検知センサによって検知又は推測された乗員の前記シート本体に対する頭部の
高さが所定の高さよりも低い場合には、頭部の高さが所定の高さよりも高い場合と比較し
て、前記リフタ装置を作動させる際のリクライニング角度の閾値を小さくする請求項１～
３の何れか１項に記載の車両用シート。
【請求項５】
　前記リフタ装置は、前記シートバックのリクライニング角度が所定角度よりも大きい場
合には、前記シートバックのリクライニング角度が所定角度よりも小さい場合と比較して
、より上方まで前記シート本体を移動可能とする請求項１～４の何れか１項に記載の車両
用シート。
【請求項６】
　前記シートバックのリクライニング角度が所定角度よりも小さくなった場合で、かつ、
前記シート本体が所定高さよりも高い場合に、前記リフタ装置によって前記シート本体を
シート下方側へ移動させる請求項１～５の何れか１項に記載の車両用シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、手動運転モードよりも自動運転モードの方が運転席のリクライニング
角度が大きくなるように運転席のリクライニング角度を制御するリクライニング角度制御
部を備えた車両用運転支援装置が開示されている。
【０００３】
　また、特許文献２には、サイドエアバッグ袋体とカーテンエアバッグ袋体とを備えた車
両用エアバッグ装置において、両エアバッグ袋体の展開状態で、カーテンエアバッグ袋体
がサイドエアバッグ袋体を嵌込み可能な形状とされた構造が開示されている。さらに、特
許文献３には、運転者の体格に応じてリラックスポジションの位置姿勢（安楽姿勢）を算
出する構成が開示されている。さらにまた、特許文献４には、手動運転状態から自動運転
状態に移行した場合に、シートバックを倒し、かつ、シートクッションを傾斜させる構成
が開示されている。また、特許文献５には、自動運転状態時と手動運転状態時とでシート
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各部の相対的な変位量を変化させる構造が開示されている。さらに、特許文献６には、手
動運転から自動運転に切り替える場合に、リラックス姿勢に移行させる構成が開示されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２０１５／０１１８６６号パンフレット
【特許文献２】特開２００８－２９０５２９号公報
【特許文献３】特開２０１７－１３２３８３号公報
【特許文献４】特開２０１７－１３６８９８号公報
【特許文献５】特開２０１７－１７０９４２号公報
【特許文献６】特開２０１６－１６８９７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、車両の自動運転時には、運転時よりもシートバックを後傾させてリクライニ
ング状態にすることが考えられる。この場合、乗員の頭部の位置が運転時よりも下方側に
位置するため、側面衝突時に乗員の頭部を保護するための乗員保護装置などによる乗員の
頭部の保護性能を確保する観点で改善の余地がある。
【０００６】
　本発明は上記事実を考慮し、リクライニング状態であっても乗員の頭部の保護性能を確
保することができる車両用シートを得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載の車両用シートは、シートクッションと、前記シートクッションのシー
ト後方側の端部に連結されると共に、前記シートクッションに対してシート前後方向に回
動可能に構成されたシートバックとを備えたシート本体と、前記シート本体をシート上下
方向に移動させるリフタ装置と、を有し、前記シートバックのリクライニング角度が所定
角度よりも大きく、かつ、前記シート本体が所定高さよりも低い場合に、前記リフタ装置
によって前記シート本体がシート上方側へ移動される。
【０００８】
　請求項１に記載の車両用シートでは、シート本体は、シートクッションとシートバック
とを備えており、シートバックは、シートクッションのシート後方側の端部に回動可能に
連結されている。また、リフタ装置は、作動されることでシート本体をシート上下方向に
移動させる。そして、シートバックのリクライニング角度が所定角度よりも大きく、かつ
、シート本体が所定高さよりも低い場合に、リフタ装置によってシート本体がシート上方
側へ移動される。これにより、例えば、自動運転時に、運転時よりもシートバックを後傾
させてリクライニング状態となった場合であっても、リフタ装置によってシート本体がシ
ート上方側へ移動され、乗員の頭部の位置をシート上方側へ移動させることができる。こ
の結果、側面衝突時に展開して乗員の頭部を保護する保護装置の保護範囲に乗員の頭部を
位置させることができる。
【０００９】
　請求項２に記載の車両用シートは、請求項１において、前記リフタ装置によって前記シ
ート本体がシート上方側へ移動される際のリクライニング角度は、通常の運転時に設定さ
れる範囲よりも大きい角度である。
【００１０】
　請求項２に記載の車両用シートでは、通常の運転時にシートバックのリクライニング角
度が変更された場合であっても、リフタ装置が作動せず、乗員が煩わしさを感じるのを抑
制することができる。
【００１１】
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　請求項３に記載の車両用シートは、請求項１又は２において、前記リフタ装置は、前記
シートバックのリクライニング角度が大きくなるほど、前記シート本体の高さを高くする
。
【００１２】
　請求項３に記載の車両用シートでは、シート本体が既定の高さまで一気にシート上方側
へ移動（上昇）する場合と比較して、乗員の頭部をリクライニング角度に応じた適切な高
さに位置させることができる。なお、ここでいう「リクライニング角度に応じてシート本
体の高さを変更する」とは、リクライニング角度とシート本体の高さとの関係が線形にな
る場合に限定されるものではない。例えば、リクライニング角度の増加に伴って、シート
本体の高さが段階的に高くなる構造を広く含む概念である。
【００１３】
　請求項４に記載の車両用シートは、請求項１～３の何れか１項において、前記シート本
体に着座した乗員の頭部の高さを検知又は推測可能な乗員検知センサを備え、前記乗員検
知センサによって検知又は推測された乗員の前記シート本体に対する頭部の高さが所定の
高さよりも低い場合には、頭部の高さが所定の高さよりも高い場合と比較して、前記リフ
タ装置を作動させる際のリクライニング角度の閾値を小さくする。
【００１４】
　請求項４に記載の車両用シートでは、小柄な乗員のように頭部の高さが低い乗員が着座
している場合には、リクライニング角度が比較的小さい場合でもリフタ装置によってシー
ト本体を上昇させる。これにより、小柄な乗員が着座している場合であっても、側面衝突
時に乗員の頭部が乗員保護装置などの保護範囲から外れるのを抑制することができ、頭部
の保護性能を確保することができる。
【００１５】
　請求項５に記載の車両用シートは、請求項１～４の何れか１項において、前記リフタ装
置は、前記シートバックのリクライニング角度が所定角度よりも大きい場合には、前記シ
ートバックのリクライニング角度が所定角度よりも小さい場合と比較して、より上方まで
前記シート本体を移動可能とする。
【００１６】
　請求項５に記載の車両用シートでは、リクライニング角度が所定角度よりも大きい場合
には、リフタ装置による移動範囲が上方側へ拡大される。これにより、運転時などの通常
の使用時にシート本体がシート上方側へ移動し過ぎるのを抑制しつつ、リクライニング角
度が大きい場合に乗員の頭部をシート上方側へ移動させることができる。
【００１７】
　請求項６に記載の車両用シートは、請求項１～５の何れか１項において、前記シートバ
ックのリクライニング角度が所定角度よりも小さくなった場合で、かつ、前記シート本体
が所定高さよりも高い場合に、前記リフタ装置によって前記シート本体をシート下方側へ
移動させる。
【００１８】
　請求項６に記載の車両用シートでは、シートバックをリクライニング状態から起立させ
た場合に、シート本体がシート下方側へ移動（下降）することで、スムーズに運転時のポ
ジションへ移行させることができる。
【発明の効果】
【００１９】
　以上説明したように、本発明に係る車両用シートによれば、リクライニング状態であっ
ても乗員の頭部の保護性能を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】第１実施形態に係る車両用シートを備えた車両の要部を概略的に示す概略図であ
る。
【図２】第１実施形態に係る車両用シートを示す側面図であり、（Ａ）にはリフタ装置が
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作動する前の状態が示され、（Ｂ）にはシートバックがリクライニングされてリフタ装置
が作動した状態が示されている。
【図３】第１実施形態に係るシートバックのリクライニング角度とシート高さとの関係を
示すグラフである。
【図４】ＥＣＵのハードウェア構成を示すブロック図である。
【図５】第１実施形態に係るシート上昇処理の流れを示すフローチャートである。
【図６】第１実施形態の変形例に係るシートバックのリクライニング角度とシート高さと
の関係を示すグラフである。
【図７】変形例に係るシート下降処理の流れを示すフローチャートである。
【図８】第２実施形態に係る車両用シートを備えた車両の要部を概略的に示す概略図であ
る。
【図９】第２実施形態に係るシートバックのリクライニング角度とシート高さとの関係を
示すグラフであり、（Ａ）には小柄な乗員の場合におけるグラフが示され、（Ｂ）には大
柄な乗員の場合におけるグラフが示されている。
【図１０】第２実施形態に係る閾値変更処理の流れを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
＜第１実施形態＞
　第１実施形態に係る車両用シート１０について、図面を参照して説明する。なお、各図
に適宜記す矢印ＦＲ及び矢印ＵＰは、シートの前方向及び上方向をそれぞれ示している。
以下、単に前後、上下、左右の方向を用いて説明する場合は、特に断りのない限り、シー
ト前後方向の前後、シート上下方向の上下、シート前方向を向いた場合の左右を示すもの
とする。
【００２２】
　図１に示されるように、本実施形態の車両１１における運転席には、車両用シート１０
が設けられている。また、車両１１の上部には、車両前後方向に沿ってルーフサイドレー
ル１２が延在されている。
【００２３】
　ルーフサイドレール１２の車両幅方向内側には、カーテンエアバッグ１４が収納されて
いる。カーテンエアバッグ１４は、車両１１の側面衝突時に図示しないインフレータから
ガスが供給されることで乗員Ｐと車両側部との間にカーテン状に展開され、乗員Ｐの頭部
Ｈを保護するように構成されている。なお、図１では、展開状態のカーテンエアバッグ１
４が二点鎖線で描かれている。
【００２４】
　車両用シート１０の車両前方側には、ステアリングホイール１６が設けられており、こ
のステアリングホイール１６の中央部のセンタパッド部１６Ａ内には、図示しない運転席
用エアバッグが収納されている。運転席用エアバッグは、車両１１の前面衝突時に図示し
ないインフレータからガスが供給されることで、車両用シート１０へ向かって膨張展開さ
れ、車両前方側へ慣性移動する乗員Ｐを拘束するように構成されている。
【００２５】
　次に、本実施形態に係る車両用シート１０について説明する。車両用シート１０は、主
として、シート本体１８とリフタ装置２０とを備えており、シート本体１８は、シートク
ッション２２とシートバック２４とを含んで構成されている。また、本実施形態では、シ
ート前方側が車両前方側と一致しており、シート幅方向が車両幅方向と一致している。
【００２６】
　シートクッション２２は、乗員Ｐの大腿部及び臀部をシート下方側から支持可能に構成
されており、このシートクッション２２のシート後方側の端部にシートバック２４が連結
されている。そして、シートバック２４は、シートクッション２２に対してシート前後方
向に回動可能とされている。具体的には、シートクッション２２とシートバック２４との
連結部分にリクライニング機構２８が設けられており、このリクライニング機構２８によ
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ってシートバック２４がシートクッション２２に対して回動（リクライニング）される。
また、シートバック２４の上端部には、乗員Ｐの頭部Ｈをシート後方側から支持可能なヘ
ッドレスト２６が設けられている。
【００２７】
　リフタ装置２０は、フロント側リンク２０Ａ及びリア側リンク２０Ｂを備えている。フ
ロント側リンク２０Ａは、下端部が車体側に回動可能に取り付けられており、上端部がシ
ートクッション２２のフレームの前側に回動可能に取り付けられている。一方、リア側リ
ンク２０Ｂは、フロント側リンク２０Ａよりもシート後方側に位置しており、下端部が車
体側に回動可能に取り付けられている。また、リア側リンク２０Ｂの上端部は、シートク
ッション２２のフレームの後側に回動可能に取り付けられている。なお、本実施形態では
、フロント側リンク２０Ａ及びリア側リンク２０Ｂはそれぞれ、左右一対設けられており
、これらの４つのリンクによってシート本体１８がシート上下方向に移動可能とされてい
る。そして、リア側リンク２０Ｂは、図示しないリフタギアを介してモータなどの駆動部
に連結されており、駆動部が駆動することで、リフタギアを介してリア側リンク２０Ｂが
回動し、シート本体１８が上下に移動されるように構成されている。
【００２８】
　ここで、車両１１には、制御部であるＥＣＵ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　Ｕｎｉｔ）３０が設けられており、車両用シート１０は、ＥＣＵ３０と電気的に接続さ
れている。
【００２９】
　図４に示されるように、ＥＣＵ３０は、主として、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃ
ｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ：プロセッサ）３２、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒ
ｙ）３４、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）３６、ストレージ３８
、衝突検知部４０、リクライナ制御部４２、角度検知部４４、リフタ制御部４６、高さ検
知部４８及びエアバッグ制御部５０を含んで構成されている。各構成は、バス５２を介し
て相互に通信可能に接続されている。
【００３０】
　ＣＰＵ３２は、中央演算処理ユニットであり、各種プログラムを実行したり、各部を制
御したりする。すなわち、ＣＰＵ３２は、ＲＯＭ３４又はストレージ３８からプログラム
を読み出し、ＲＡＭ３６を作業領域としてプログラムを実行する。ＣＰＵ３２は、ＲＯＭ
３４又はストレージ３８に記録されているプログラムに従って、上記各構成の制御および
各種の演算処理を行う。
【００３１】
　ＲＯＭ３４は、各種プログラムおよび各種データを格納する。ＲＡＭ３６は、作業領域
として一時的にプログラムまたはデータを記憶する。ストレージ３８は、ＨＤＤ（Ｈａｒ
ｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）またはＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）によ
り構成され、オペレーティングシステムを含む各種プログラム、および各種データを格納
する。
【００３２】
　衝突検知部４０は、車両１１の衝突を検知又は予知する。具体的には、車両１１に設け
られた複数のセンサ類からの信号を受けて、車両１１が衝突したことを検知又は予知する
。このとき、車両１１の衝突形態が前面衝突であるか側面衝突であるか、などの衝突形態
についても判断する。
【００３３】
　リクライナ制御部４２は、車両用シート１０のリクライニング機構２８を制御し、乗員
Ｐによるレバー又はボタンなどの操作を検知して、シートバック２４のリクライニング角
度を変更する。また、角度検知部４４は、シートバック２４のリクライニング角度を検知
する。
【００３４】
　リフタ制御部４６は、リフタ装置２０を制御し、乗員Ｐによるレバー又はボタンなどの
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操作を検知して、シート本体１８の高さを変更させる。また、高さ検知部４８は、シート
本体１８の基準に対する高さを検知する。
【００３５】
　エアバッグ制御部５０は、車両１１に搭載された各エアバッグ装置を制御し、衝突検知
部４０で検知又は予知された衝突形態に応じたエアバッグを膨張展開させる。具体的には
、エアバッグ装置のインフレータを作動させることでガスを発生させ、エアバッグへガス
を供給することでエアバッグを膨張展開させる。
【００３６】
　また、本実施形態では、ＥＣＵ３０は、シートバック２４のリクライニング角度が所定
角度よりも大きく、かつ、シート本体１８が所定高さよりも低い場合に、リフタ装置２０
によってシート本体１８をシート上方側へ移動させるように構成されている。このシート
上昇処理の流れについて、図２と、図３のグラフと、図５のフローチャートとを参照して
説明する。なお、以下の説明では、図２のθ１及びθ２に示されるように、シートクッシ
ョン２２とシートバック２４とがなす角度のうち、鉛直方向に対してシートバック２４が
後傾した角度を「リクライニング角度」とする。
【００３７】
　図５のステップＳ１０２では、ＣＰＵ３２は、角度検知部４４によってシートバック２
４のリクライニング角度θを検知する（図４参照）。次に、ステップＳ１０４では、ＣＰ
Ｕ３２は、検知されたシートバック２４のリクライニング角度θが３０°よりも大きいか
否かを判断する。
【００３８】
　ここで、本実施形態では、図３のグラフに基づいてシートバック２４のリクライニング
角度とシート本体１８の高さとの関係が設定されており、斜線部の領域に入らないように
制御されている。また、リフタ装置２０の制御が行われるリクライニング角度の閾値は、
３０°とされている。このため、本実施形態では、上述したように、図５のステップＳ１
０４において、ＣＰＵ３２は、シートバック２４のリクライニング角度θが閾値である３
０°よりも大きいか否かを判断する。そして、シートバック２４のリクライニング角度θ
が３０°よりも大きい場合は、ステップＳ１０６へ移行し、シートバック２４のリクライ
ニング角度θが３０°以下である場合は、処理を終了する。
【００３９】
　図２（Ａ）では、シートバック２４のリクライニング角度θ１は、２０°から３０°の
間の角度に設定されており、通常の運転時に設定される範囲のリクライニング角度となっ
ている。このような場合は、図５のステップＳ１０４において、シートバック２４のリク
ライニング角度θ１が３０°以下であるため、処理を終了する。すなわち、リフタ装置２
０は作動されない。
【００４０】
　一方、図２（Ｂ）に示されるように、リクライニング角度θ２が３０°よりも大きい場
合は、ステップＳ１０６へ移行する。ステップＳ１０６では、ＣＰＵ３２は、高さ検知部
４８によってシート本体１８のシート高さＨを検知する。図３に示されるように、シート
高さは、一例として、基準の高さＨＳが０ｍｍに設定されており、この基準の高さＨＳよ
りも高い場合は正の数値となり、基準の高さＨＳよりも低い場合は負の数値となる。また
、本実施形態では、シート高さは、－３０ｍｍ（ロアモースト位置）から+３０ｍｍ（ア
ッパモースト位置）の範囲で移動可能とされている。
【００４１】
　図５のステップＳ１０８では、ＣＰＵ３２は、検知されたシート高さＨが所定高さより
も低いか否かを判断する。例えば、図３のグラフにおいてリクライニング角度が３５°の
場合、シート高さが－１０ｍｍよりも低ければ斜線部の領域に入る。このため、ＣＰＵ３
２は、ステップＳ１０８において、シートバック２４のリクライニング角度が３５°の場
合には、シート高さＨが－１０ｍｍよりも低いか否かを判断する。そして、シート高さＨ
が－１０ｍｍよりも低い場合は、ステップＳ１１０へ移行し、シート高さＨが－１０ｍｍ
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以上である場合は、処理を終了する。なお、ここでは一例としてリクライニング角度が３
５°の場合について説明したが、リクライニング角度が異なる場合、ステップＳ１０８に
おける所定高さは、図３のグラフに基づいて変更されることとなる。
【００４２】
　図５のステップＳ１１０では、ＣＰＵ３２は、リフタ装置２０を作動させてリフタ位置
を上昇させる。すなわち、シート本体１８の高さを高くする。
【００４３】
　ここで、図２（Ａ）の状態から図２（Ｂ）の状態へシートバック２４を後傾させた場合
について説明する。図２（Ａ）では、シートバック２４のリクライニング角度θ１は、上
述したように閾値である３０°よりも小さい。また、シート本体１８の高さＨ１は、基準
高さＨＳよりも下方に位置しているため、負の数値となっている。
【００４４】
　この状態からシートバック２４を後傾させて図２（Ｂ）の状態とした場合、リクライニ
ング角度θ２は、４０°から５０°の間の角度となっているため、閾値の３０°以上とな
る。この場合、図５のステップＳ１０４からステップＳ１０６へ移行される。また、シー
トバック２４を後傾させただけでは、シート本体１８の高さは変わらないので、図２（Ａ
）に示されるように、シート本体１８のシート高さＨ１は、負の数値となっている。この
ため、リクライニング角度とシート高さとの関係が図３のグラフの斜線部の領域に入る。
すなわち、シート高さＨ１が所定高さよりも低いと判断され、リフタ装置２０によってシ
ート本体１８が上昇される。そして、リクライニング角度とシート高さとの関係が図３の
斜線部の領域から外れる位置までシート本体１８が上昇して処理が終了される。なお、図
３において、リクライニング角度が４５°以上の場合、シート高さは＋３０ｍｍ（アッパ
モースト位置）の状態が維持されるようになっている。
【００４５】
　以上のように、本実施形態では、シートバック２４のリクライニング角度が大きくなる
ほど、シート本体１８の高さが高くなるように制御されている。また、本実施形態でリク
ライニング角度の閾値となっている３０°は、通常の運転時に設定される範囲よりも大き
い角度とされている。すなわち、自動運転時などにおいて乗員Ｐが安楽姿勢となる場合の
角度となっている。
【００４６】
　（作用）
　次に、本実施形態の作用を説明する。
【００４７】
　本実施形態の車両用シート１０では、シートバック２４のリクライニング角度が所定角
度よりも大きく、かつ、シート本体１８が所定高さよりも低い場合に、リフタ装置２０に
よってシート本体１８をシート上方側へ移動させることができる。
【００４８】
　ここで、例えば、図１の二点鎖線で示されるように、自動運転時に、運転時よりもシー
トバック２４を後傾させてリクライニング状態となった場合、リフタ装置２０が作動しな
ければ、乗員Ｐの頭部Ｈの高さがカーテンエアバッグ１４の保護範囲から外れることが想
定される。本実施形態では、図１の実線で示されるように、リフタ装置２０を作動させて
シート本体１８をシート上方側へ移動させ、乗員Ｐの頭部Ｈの位置がシート上方側へ移動
される。この結果、カーテンエアバッグ１４の保護範囲に乗員Ｐの頭部Ｈを位置させるこ
とができる。すなわち、リクライニング状態であっても乗員Ｐの頭部Ｈの保護性能を確保
することができる。
【００４９】
　また、本実施形態では、リフタ装置２０が作動されるリクライニング角度の閾値が、通
常の運転時の角度よりも大きく、安楽姿勢となる角度に設定されている。これにより、通
常の運転時にシートバック２４のリクライニング角度が変更された場合であっても、リフ
タ装置２０が作動せず、乗員Ｐが煩わしさを感じるのを抑制することができる。
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【００５０】
　さらに、本実施形態では、シートバック２４のリクライニング角度に応じてシート本体
１８の高さを変更することで、シート本体１８が既定の高さまで一気に上昇する場合と比
較して、乗員Ｐの頭部Ｈをリクライニング角度に応じた適切な高さに位置させることがで
きる。すなわち、図３のグラフに示されるように、本実施形態では、シートバック２４の
リクライニング角度が大きくなるほど、必要なシート高さが高くなるように設定されてい
る。このため、シートバック２４を後傾させるにつれて、徐々にシート本体１８を高くす
ることができる。
【００５１】
　なお、本実施形態では、シート高さを－３０ｍｍから＋３０ｍｍの範囲で移動可能とし
たが、これに限定されず、例えば、図６に示される変形例のグラフのように制御してもよ
い。
【００５２】
（変形例）
　図６に示されるように、本変形例では、所定の条件において、シート本体１８のシート
高さが＋３０ｍｍよりも高い位置まで移動できるように構成されている。
【００５３】
　具体的には、リフタ装置２０は、通常の運転時には、＋３０ｍｍよりも高い位置へ移動
しないようにロックされている。そして、シートバック２４のリクライニング角度が４０
°よりも大きい場合には、リフタ装置２０のロック状態が解除されて、シート本体１８を
より上方まで移動可能とする。すなわち、リフタ装置２０は、リクライニング角度が４０
°よりも大きい場合のみ、シート本体１８を＋３０ｍｍよりも高い位置まで移動できるよ
うに構成されている。
【００５４】
　また、本変形例では、リクライニング角度が所定角度よりも小さくなった場合で、かつ
、シート本体１８が所定高さよりも高い場合に、リフタ装置２０によってシート本体１８
をシート下方側へ移動させる。このシート下降処理の流れについて、図７のフローチャー
トを参照して説明する。
【００５５】
　図７のステップＳ２０２では、ＣＰＵ３２は、角度検知部４４によってシートバック２
４のリクライニング角度θを検知する（図４参照）。次に、ステップＳ２０４では、ＣＰ
Ｕ３２は、検知されたシートバック２４のリクライニング角度θが４０°よりも大きいか
否かを判断する。そして、シートバック２４のリクライニング角度θが４０°よりも大き
い場合は、ステップＳ２０６へ移行し、シートバック２４のリクライニング角度θが４０
°以下である場合は、処理を終了する。
【００５６】
　ステップＳ２０６では、ＣＰＵ３２は、シート本体１８のシート高さＨを検知する。そ
して、ステップＳ２０８では、ＣＰＵ３２は、検知されたシート高さＨが所定高さ以上で
あるか否かを判断する。例えば、図６のグラフにおいてリクライニング角度が４５°の場
合では、シート高さは、＋３０ｍｍから＋５０ｍｍの範囲に設定されている。このため、
ＣＰＵ３２は、ステップＳ２０８において、シートバック２４のリクライニング角度が４
５°の場合に、シート高さＨが＋５０ｍｍ以上であるか否かを判断する。そして、シート
高さＨが＋５０ｍｍ以上である場合は、ステップＳ２１０へ移行し、シート高さＨが＋５
０ｍｍよりも低い場合は、処理を終了する。
【００５７】
　ステップＳ２１０では、ＣＰＵ３２は、リフタ装置２０を作動させてリフタ位置を下降
させる。すなわち、シート本体１８の高さを低くする。
【００５８】
　以上のようにシート本体１８の高さを低くすることで、シートバック２４をリクライニ
ング状態から起立させた場合に、シート本体１８がシート下方側に移動しているため、ス
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ムーズに運転時のポジションへ移行させることができる。
【００５９】
　また、リクライニング角度が通常の運転時に設定される範囲である場合に、シート高さ
が＋３０ｍｍより高くなるのを抑制することができる。
【００６０】
＜第２実施形態＞
　次に、第２実施形態に係る車両用シート６０について説明する。なお、第１実施形態と
同様の構成については同じ符号を付し、適宜説明を省略する。
【００６１】
　図８に示されるように、本実施形態の車両６１における運転席には、車両用シート６０
が設けられている。車両用シート６０は、主として、シート本体１８と、リフタ装置２０
とを備えており、シート本体１８は、シートクッション２２とシートバック２４とを含ん
で構成されている。また、本実施形態では、シート前方側が車両前方側と一致しており、
シート幅方向が車両幅方向と一致している。
【００６２】
　シートクッション２２は、乗員Ｐの大腿部及び臀部をシート下方側から支持可能に構成
されており、このシートクッション２２のシート後方側の端部にシートバック２４が連結
されている。また、シートクッション２２の内部には、車両用シート６０に着座した乗員
Ｐの体重を検知可能な乗員検知センサとしての体重センサ６２が設けられている。
【００６３】
　また、車両６１のステアリングホイール１６よりも車両前方側には、乗員検知センサと
しての光学カメラ６４が設けられており、この光学カメラ６４によって車両用シート６０
を含む車室内を撮像できるように構成されている。そして、体重センサ６２及び光学カメ
ラ６４は、ＥＣＵ３０と電気的に接続されている。ＥＣＵ３０は、第１実施形態と同様に
、図４に示される構成とされている。
【００６４】
　ここで、本実施形態では、ＣＰＵ３２は、体重センサ６２及び光学カメラ６４の少なく
とも一方によって車両用シート６０に着座した乗員Ｐのシート本体１８に対する頭部Ｈの
高さを検知又は推測する。そして、検知又は推測された乗員Ｐの頭部Ｈの高さに応じてリ
フタ装置２０を作動させる際のシートバック２４のリクライニング角度の閾値を変更させ
る。この閾値変更処置の流れについて、図９のグラフ及び図１０のフローチャートを参照
して説明する。なお、変更される前のリクライニング角度の閾値は３０°とされている。
【００６５】
　図１０のステップＳ３０２では、ＣＰＵ３２は、乗員Ｐの頭部Ｈの高さを検知する。な
お、ここでは、光学カメラ６４によって基準高さに対する頭部Ｈの高さを検知しており、
体重センサ６２は、頭部Ｈの高さを推測するために補助的に用いられる。すなわち、体重
センサ６２で検知された乗員Ｐの体重から乗員Ｐの頭部Ｈの高さを推測するようにしてい
る。
【００６６】
　ステップＳ３０４では、ＣＰＵ３２は、乗員Ｐの頭部Ｈの高さが所定の第１高さよりも
低いか否かを判断する。第１高さは、予め設定された数値であり、車両用シート６０に着
座した乗員が小柄であるか否かを判断するための閾値となっている。そして、頭部Ｈの高
さが第１高さよりも低い場合、ステップＳ３０８へ移行する。一方、頭部Ｈの高さが第１
高さ以上である場合、ステップＳ３０６へ移行する。
【００６７】
　ステップＳ３０８に移行した場合、ＣＰＵ３２は、乗員Ｐが小柄であると判断し、リフ
タ装置２０を作動させる際のシートバック２４のリクライニング角度の閾値を２５°に変
更する。そして、処理を終了する。
【００６８】
　図９（Ａ）に示されるように、閾値が２５°に変更された場合、閾値が３０°である場
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合と比較して、同じリクライニング角度であってもシート高さが高くなるように制御され
る。すなわち、閾値が３０°の場合、図３に示されるように、リクライニング角度が４５
°のときにシート高さが＋３０ｍｍとなる。これに対して、閾値が２５°の場合、図９（
Ａ）に示されるように、リクライニング角度が４０°のときにシート高さが＋３０ｍｍと
なる。
【００６９】
　図１０のステップＳ３０６では、ＣＰＵ３２は、乗員Ｐの頭部Ｈの高さが所定の第２高
さよりも高いか否かを判断する。第２高さは、予め設定された数値であり、第１高さより
も高い数値となっている。そして、第２高さは、車両用シート６０に着座した乗員が大柄
であるか否かを判断するための閾値となっている。頭部Ｈの高さが第２高さよりも高い場
合、ステップＳ３１０へ移行する。一方、頭部Ｈの高さが第２高さ以下である場合、ステ
ップＳ３１２へ移行する。
【００７０】
　ステップＳ３１０に移行した場合、ＣＰＵ３２は、乗員Ｐが大柄であると判断し、リフ
タ装置２０を作動させる際のシートバック２４のリクライニング角度の閾値を４０°に変
更する。そして、処理を終了する。
【００７１】
　図９（Ｂ）に示されるように、閾値が４０°に変更された場合、閾値が３０°である場
合と比較して、同じリクライニング角度であってもシート高さが低くなるように制御され
る。すなわち、シート高さが－３０ｍｍの場合では、リクライニング角度が４０°になる
までリフタ装置２０が作動しないようになっている。
【００７２】
　図１０のステップＳ３１２では、乗員Ｐの頭部Ｈの高さが、第１高さと第２高さとの間
の高さであるため、リクライニング角度の閾値を変更しない。すなわち、閾値を３０°に
維持する。
【００７３】
　以上のように、本実施形態では、ＣＰＵ３２は、検知又は推測された乗員Ｐのシート本
体１８に対する頭部Ｈの高さが所定の第１高さよりも低い場合には、頭部Ｈの高さが第１
高さよりも高い場合と比較して、リフタ装置２０を作動させる際のリクライニング角度の
閾値を小さくする。また、ＣＰＵ３２は、検知又は推測された乗員Ｐのシート本体１８に
対する頭部Ｈの高さが所定の第２高さよりも高い場合には、頭部Ｈの高さが第２高さより
も低い場合と比較して、リフタ装置２０を作動させる際のリクライニング角度の閾値を大
きくする。
【００７４】
（作用）
　次に、本実施形態の作用を説明する。
【００７５】
　本実施形態の車両用シート６０では、小柄な乗員のように頭部Ｈの高さが低い乗員Ｐが
着座している場合には、リクライニング角度が比較的小さい場合でもリフタ装置２０によ
ってシート本体１８を上昇させる。これにより、小柄な乗員Ｐが着座している場合であっ
ても、側面衝突時に乗員Ｐの頭部Ｈがカーテンエアバッグ１４などの乗員保護装置の保護
範囲から外れるのを抑制することができ、頭部Ｈの保護性能を確保することができる。
【００７６】
　以上、第１実施形態及び第２実施形態について説明したが、本発明の要旨を逸脱しない
範囲において、種々なる態様で実施し得ることは勿論である。例えば、上記実施形態では
、図３に示されるように、リクライニング角度が３０°から４５°の間において、リクラ
イニング角度とシート本体１８の高さとの関係が線形になっているが、これに限定されな
い。具体的には、リクライニング角度の増加に伴って、シート本体１８の高さが段階的に
高くなるようにしてもよい。この場合、シート高さは、リクライニング角度が大きくなる
につれて階段状に上昇する。例えば、リクライニング角度が２．５°大きくなると、シー
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角度に応じてシート本体１８の高さが変更されることとなる。
【００７７】
　また、上記実施形態では、図１及び図８に示されるように、側面衝突時に乗員Ｐの頭部
Ｈを保護する保護装置として、カーテンエアバッグ１４を備えた構成について説明したが
、これに限定されない。例えば、ドアトリムやピラーガーニッシュなど車体側から乗員Ｐ
へ向かって膨張展開することで乗員Ｐの頭部Ｈを保護する保護装置を備えた車両に適用し
てもよい。
【００７８】
　さらに、上記実施形態では、リフタ装置２０を作動させる際のリクライニング角度の閾
値を３０°としたが、これに限定されず、他の閾値に設定してもよい。
【００７９】
　さらにまた、第２実施形態では、乗員Ｐの頭部Ｈの高さに応じてリクライニング角度の
閾値を２５°、３０°及び４０°に変更させる構成としたが、これに限定されない。例え
ば、閾値を他の角度に設定してもよい。また、閾値を２５°と３０°のどちらかに設定す
るように構成してもよい。
【００８０】
　また、第２実施形態では、図８に示されるように、乗員Ｐの頭部Ｈの高さを検知又は推
測するための乗員検知センサとして、体重センサ６２及び光学カメラ６４が設けられた構
成について説明したが、これに限定されない。例えば、車両用シート６０に設けられたシ
ートスライドセンサなどの設定値から乗員Ｐの体格を推測することで、頭部Ｈの高さを推
測してもよい。すなわち、車両用シート６０の車両後方側へのシートスライド量が大きい
ほど、乗員Ｐの体格が大きいと推測することができる。また、逆に、車両用シート６０の
車両後方側へのシートスライド量が小さいほど、乗員Ｐの体格が小さいと推測することが
できる。また、ヘッドレスト２６に圧力センサを内蔵しておき、乗員Ｐの頭部Ｈから圧力
センサへ荷重が入力されることで頭部Ｈの高さを検知又は推測してもよい。
【００８１】
　さらに、上記実施形態では、車両１１又は車両６１に設けられたＥＣＵ３０によってリ
フタ装置２０を制御したが、これに限定されない。例えば、車両用シート１０又は車両用
シート６０の内部に制御装置を別途設けて、この制御装置によってリフタ装置２０を作動
させるように構成してもよい。
【符号の説明】
【００８２】
１０　　　車両用シート
１８　　　シート本体
２０　　　リフタ装置
２２　　　シートクッション
２４　　　シートバック
６０　　　車両用シート
６２　　　体重センサ（乗員検知センサ）
６４　　　光学カメラ（乗員検知センサ）
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